寝屋川市ヤングケアラー家庭に対する家事等訪問支援事業受託事業者
募集要項
１　業務名
　　寝屋川市ヤングケアラー家庭に対する家事等訪問支援事業
２　目的
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども（ヤングケアラー）」がいる家庭に支援員を派遣し、必要なサービスを迅速に提供するため、公募によりヤングケアラー家庭に対する家事等訪問支援事業者の募集をする。
３　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
４　事業内容
　　仕様書のとおり
５　応募資格
⑴　寝屋川市内の居宅において支援を行えること。
⑵　ホームヘルパー１級若しくは２級、又は介護福祉士の資格を有する者、又は介護福祉士実務者研修若しくは介護職員初任者研修の受講修了者を利用者の居宅に派遣できること。
⑶　支援を行う者に資格取得過程の研修等で補うことができない本事業で必要な知識がある場合、本市が実施する研修を受講させることに同意すること。
⑷　本市と適切な連絡体制が確保できること。
⑸　仕様書のとおり、支援を実施できること。
⑹　受託者（受託者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれにも該当しないこと。
ア　役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは常時賃貸借物等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
イ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
　⑺　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定にいずれも該当している者でないこと。
⑻　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定に基づく更生手続開始の申立てをしている者でないこと。
⑼　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
⑽　破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。

６　契約金額
　　仕様書のとおり
７　支払い方法    
　　受託者は、毎月15日を締切りとし委託料の請求書の提出を市に行う。
　　　市は、請求書を受理した日から30日以内に、受託者が指定する銀行口座に確定払で支払う。

８　事業者選定スケジュール
令和８年２月９日（月） 事業者説明会及び事業者募集開始

令和８年２月18日（水） 仕様書に対する質問締切

令和８年２月20日（金） 仕様書に対する質問回答

令和８年２月27日（金） 公募締切

令和８年３月上旬　　　　書類及び面談等による確認作業

令和８年３月下旬　　　　審査結果を通知、契約締結
　※　事業を円滑に運営できないと判断する場合は随時公募します。
　※　契約締結は、令和８年度予算の成立を条件とします。

９　審査及び選定

提出書類及び面談等による確認作業に基づき、こどもを守る課で審査を行い、受託者を選考するものとする。
10　提出書類
以下について⑴から⑷は指定の様式で、⑸及び⑹は任意様式で各１部提出
⑴　事業者募集申込書
⑵　誓約書
⑶　事業実施確認書
　⑷　事業者概要
⑸　個人情報保護方針（プライバシーポリシー）【任意様式】
⑹　規約・会則・定款等、組織上のルールを記したもの【任意様式】
11　提出方法
　　こどもを守る課（こども相談担当）に、郵送又は直接提出するものとする。
郵送の場合、未着の責任は提出者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとする。
12　提出期限
　　令和８年２月27日（金）午後５時
13　提出先
　　〒572－8544
寝屋川市早子町12-16　サービスゲート７階
寝屋川市こども部こどもを守る課こども相談担当
072-800-7062（直通）
14　提出書類の受理

提出期限までに応募された提出書類を受理するものとする。ただし、提出書類に不実の記載があると市が認めた場合は「無効」とする。なお、提出書類に不備がある場合は「再提出」を依頼することがあるが、提出期限までに整わなかった場合は、当該提出書類を「無効」とする場合がある。
15　提出書類における留意事項
⑴　提出書類の作成及び提出等にかかる費用は、応募事業者の負担とする。

⑵　提出書類については、採否に関わらず、一切返却しない。ただし、提出書類提出後に辞退した応募者で、応募書類等の廃棄を希望する場合は、その旨を市に申請し、同申請を受けた市は、当該申請の受理日から起算して２週間以内に当該提出書類及びその複製物の一切を廃棄するものとする。
また、当該廃棄申請期間は、提出書類の提出期限後、最大２か月以内とする。なお、市は提出書類について、受託者の選定以外には一切使用しない。
　⑶　情報公開請求があった場合は、寝屋川市情報公開条例に基づき提出書類を開示する。
16　質問の受付
1  提出方法
電子メールで、こどもを守る課こども相談宛てに提出すること。メール標題は「ヤングケアラー家庭に対する家事等訪問支援事業に関わる質疑」にすることとする。様式については自由とする。
（kodomo-m@city.neyagawa.osaka.jp）
⑵　提出期限

令和８年２月18日（水）午後５時まで（必着）
⑶　質問に対する回答
　　　令和８年２月20日（金）午後５時までに質問があった事業者に対し、メールで回答を行う。

17　審査結果の通知

　　令和８年３月下旬に文書で通知する。
18　審査結果の公表
　　次に掲げる事項を、市ホームページで公表する。
1 　業務名
2 　業務概要
3 　契約候補者の名称
4 　その他必要な事項
19　契約の手続き
契約候補者との協議が整い次第、速やかに契約の手続きを進める。ただし、契約候補者が契約を辞退した場合又は参加資格条件を満たさなくなった場合においては、当該契約候補者とは契約を行わない。
また、契約締結は令和８年度予算の成立を条件とするので、予算が成立しない場合は契約の締結は行わない。
